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日本創傷外科学会専門医制度の開始について 
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専門医委員会委員長 平野 明喜 

 

日本創傷外科学会は形成外科的観点から各種創傷の治療法の開発や検証を行

い、外傷、熱傷創などの新鮮創傷から褥瘡や難治性潰瘍などの慢性創傷まで幅

広い創傷治療、いわゆる「きず治しの専門医」を育成する目的で平成 20年 7月

に創立されました。 

我が国における形成外科の歴史は浅く、形成外科の診療内容が多岐にわたっ

ていることやその診療内容が単純には表現しにくいことなどのために、偉大な

先輩諸氏のご努力にも拘わらず世間一般における形成外科に対する認識は未だ

十分とは言い難い現状にあります。 

そこで、形成外科学の根幹である創傷外科学の専門医制度を発足させ、一般

にも分かりやすい「きず治しの専門家」として広く認知されることを願ってお

ります。同時に、本専門医制度は厚生労働省の認める「専門医の広告」の基準

に沿う学会に整えることを目指しております。 

本学会は基本的診療科である日本形成外科学会の 2 階に位置するサブスペシ

ャリティ学会として、形成外科専門医を対象にした専門医制度です。本制度に

ついては昨年の社員総会や会員総会で概略の説明を行い、昨年度中に規則・細

則・手引きなどの試案を評議員に提示し、去る平成 22年 7月の第 2回日本創傷

外科学会総会・学術集会で承認され発足致しました。 

本制度では 3 年間の暫定処置を設け、本学会の礎となっていただく専門医を

認定したいと考えています。全員に形成外科専門医資格のほかに、一定期間の

会員歴、教育セミナーの受講歴、筆記試験などを課していますが、暫定期間中

は期限の減免があります。本ホームページに規則、細則をアップしております

ので、是非ご高覧の上、創傷外科専門医を目指されることを期待しております。 

   


